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村事務総長，石井総務局参事官，堀田人事局長，笠井経理局長，門田

事局長兼行政局長，安東刑事局長，手嶋家庭局長，大須賀秘書課長兼
報課長，佐伯情報政策課長，石井審議官，長崎審議官
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令和2会計年度における協議会等開催計画について

石井総務局参事官説明（資料第1）

民事執行規則第51条の7第3項の最高裁判所が指定する許認可等
について

門田民事局長説明（資料第2）

国際知財司法シンポジウム2020の開催について

門田行政局長説明（資料第3)
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事務総局会議配布資料
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開催計画
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l長官， 砂｢長会I司

’
6月17日，

r｡ |
当面の司法行政上の諸問題

’
高裁長官，地裁・家裁所長

ｂ■

I
総務局

’
84人

18日

一

1

番
号 種別 開催時期 会期 協議事項 協議員騨 所管局課 総人員

2 長官事務打合せ 11月19

日 20日

2日 司法行政上の諸問題 高裁長官 総務局 8人

3 長官畢誘子j甘せ 3月12日

(予備日 ●
● 3

月4日， 10
日）

1日 司法行政上の諸問題 高裁長官 総務局 8人

4 高裁事務局長事務打合せ 10月2日

2月26日

(2回）

】 1日 司法行政上の諸問題 高裁事務局長 総務局 8人

5 高裁総務課長等事務打合せ 11月12日 1日 総務事務全般の連絡協議 高裁総務課長及び文書企画官 総務局 16人

6 高裁首席書記官事務打合せ 11月6日 1日 書記官雰務全般の連絡協競 高裁の民事首席書記官及び刑事首席書記官 総務局 16人

7 人事関係等署携孑｣合せ（尚裁畢務同灰

長）

5月27日
28日

3 2日 人學ｲ丁収等畢娚竺般の浬淵協瀞 尚裁畢携同恢長 人事局 8人

8 人畢畢誘孑J合せ（尚裁人畢課長ノ 10月・14

日 15日

2日 人事行政事務全般の連絡協議 高裁人事課長及び同課企画官又は同課課長補佐
のうちいずれか1人

人事局 16人

9 人畢畢誘孑J台せ（尚裁人畢課量ノ 2月8日.， 9
日

2日 人事行政事務全般の連絡協議 高裁人事課長及び同課企画官又は同課課長補佐
のうちいずれか1人

人事局 16人

10 経理関係等事務打合せ（高裁事務局次
一
口長）

9月16日

17日

， 2日 経理行政等事務全般の連絡協議 高裁事務局次長 経理局 8人

11 経理関係等事務打合せ（高裁事務局次
長）

1月20日

21日

， 2日 経理行政等事務全般の連絡協議 高裁事務局次長 経理局 8人

12 経理事務打合せ（高裁会計課長） 1 0月15

日， ・16日

2日 経理行政事務全般の連絡協議 高裁
今
云計

課課長補
果長及び総括企画官，
左又は同課専門官のう

会計課企画官,同
ちいずれか1人

経理局 16人

13 経理事務打合せ（高裁会計課長） 2月9日

0日

■
一
■
グ

1 2日 経理行政事務全般の連絡協議 高裁会計課長及び総括企画官，会計課企画官,同．
課課得捕体叉は同調童閂官の弓搭いずれか1 ．人

経理局 16人

14 氏畢畢1午担当裁判目等争誘r｣甘~直 12月7日 1日 1 ウエブ会議等のITツールを活用した争点
整理の新たな運用の定着に向けj考慮すべき事
項について（フ エ

●
一

ズ1関係）
● け

2民事訴訟手続の在り方を見直し， より充実
した審理を実現するために検討すべき課題等に
ついて（ブエーズ2， 3関係）
3 1T化を踏まえた書記官事務の在り方につ
いて

Ⅱ 谷尚等瀕判別及び谷地万瀬判別の氏畢畢1午

担当の裁判官各1人(東京高等裁判所について
は，東京高等裁判所及び知的財産高等裁判所か
ら1人ずつの合計2人)

2各高等裁判所及び各地方裁判所の民事首席
書記官又は民事次席書記官各1人（東京高等裁
判所については，東京高等裁判所及び知的財産
高等裁判所から1人ずつの合計2人）

民事局

総務局
118人



2

番
号 種別 開催時期 会期 協議事項 協繊賞等 所管局課 総人員

15 専門部等裁判'目畢務孑』台せ

d■

1月22日 1日 1算門部等におけるプラクテイス（審理運営
上の工夫等）を他の専門部等及び他の庁にも広
げていくために，庁又は部として取り組むべき
課題と方策

2専門訴訟等における外部からの専門的知見
の効果的な取得・活用のために，庁又は部の取
り組むべき課題と方策

■

、

3 関係機関等との連携のために,庁又は部と
して取り組むべき課題と方策

各地裁の民事部のうち，医療，建築，商事，交
通，行政, :労働，知財事件を担当する専門部又
は集中部の部総括又は右陪席裁判官（各専門分
野から原則として1名）

民事局

行政局
約50人

16 調停委員協議会及び調停委員表彰式 10月22日 1日 1調停制度の在り方に関し考慮すべき事項
2． 最高裁長官表彰

民事調停委員，家事調停委員 民事局
家朧局

58人

17 首席家庭裁判所調査官事務打合せ 5月22日 1日 高裁の所在地を管鰭する家裁の首席家庭裁半
一

鯛査’誉が行う調整事務に関し考慮すべき事窄
所 高裁の所在地を管轄する家裁の首席家庭裁判所
調査官

家庭局 8人

18 後見関係事件事務打合せ 7月8日 0． 5日 後見関係事件の運用に関する連絡協議 1 高裁の民事次席書記官1名
2 ．高裁の総務課長又は総務課課長補佐のいず
れか1名， ‘

3 高裁の所在地を管轄する家裁の部総括裁判
官又は上席裁判官のいずれか1名
4高裁の所在地を管轄する家裁の家事の首席
書記官又は家事の次席書記官のいずれか1名
5高裁の所在地を管轄する家裁の総務課長1
名

家庭局 40人



令和2会計年度における協議会等開催計画
(ブロック協議会等）

1

番
号 種別 開催時期 会期 協議蕊項 協議員等 開催地

所管局
課
総人員

1

■

総務課長等協議会 1.2月～翌年2月 1日 総務事務全般に関する諸問題 1 高地家裁総務課長

2高地家裁文書企画官，
務課課長補佐，専門官のう
当と認めるもの

高地家裁総
ち高裁が相

各高裁所在地から開催地

を選定予定（合同開催）
総務局 約1．18

人

2 首席書記官等協議会 1月～2月 1日 書記官事務について，首席書記官とし
て考慮すべき事項等

高地家裁の首席書記官及び地家裁の裁
判官（具体的な対象範囲は未定）

各高裁所在地から開催地

を選定予定（一部合同開
催）

総務局 未定

3 人事関係事務協議会 (未定） 1日 人事事務の処理に関し考慮すべき事項 尚裁の争携同恢黄反U,人争際長，理家
裁の事務局長

谷筒裁卿T汪地から開催地

を複数選定（合同開催〉
人事局 116人

4 人事管理協議会 9月 ～ 10月 1日 人事管理上の諸問題 高裁の事務局次長及び人事課長，地
家裁の事務局次長

各高裁所在地から開催地
を複数選定予定(合同開
催)．

人事局 約130

人

5 人事担当課長等協議会 10月～12月 1日 人事事務全般に関する諾問題 1 各高等裁判所の人事課長及び人事
課課長補佐等

2各地方裁判所及び各家庭裁判所の
人事担当課長

各高裁所在地から開催地
を選定予定

人事局 116人

6 経理関係事務協議会 (未定） 0． 5

日

経理事務の処理に関し．考慮すべき事項 高裁の事務局吹長及び会計課長，地家
裁の事務局長

各高裁所在地から開催地
を複数選定予定（合同開
催）

経理局 110人

7 会計課長協議会 1月～2月 1日 予算の適正執行及び効率的執行に関

し，考慮すべき事項
高裁の会計課長及び地家裁の会計課長 各高裁所在地から開催地

を複数選定予定（合同開
催）

経理局 61人

8 簡易裁判所民事実務研
究会

各地裁で決定
(6月～翌年3

月）

日
日

１
２

～ 簡裁の調停制度及び司法委員制度の運
用に関し実務上考慮すべき事項

簡裁の裁判官及び書記官，民惠調停委
員，司法委員

各地裁 民事局 各地裁で

決定

9 新任民事調停委員研修
会

各地裁で決定
(原則として4月
～ 7月）

2日 民事調停事件の処理に必要な基礎的知
識の習得

新任民事調停委員 各地裁 民事局 各地裁で
決定

10 新任民事調停委員ケー
ス研究会

各地裁で決定（6
月～翌年3月）

1日 民事調停事件の処理につき事例研究の

方法による実践的な知識及び技術の習
得

新任民事調停委員 各地裁 民事局 各地裁で
決定．

11 民事調停委員研究会 各地裁で決定
（6月～翌年3

月）

日
日
１
２

～ 民事調停事件の処理につき必要な応用
的知識及び技術の習得

2年ないし3年程度の実務経験のある
民事調停委員

各地裁 民事局 各地裁で
決定

12 民事調停委員ケース研
究会

各地裁で決定

(6月～翌年･3

月）

日
日
１
２

～ 民事調停事件の処理につき事例研究の

方法による実践的な知識及び技術の習
得

民事調停委員 各地裁 民事局 各地裁で
決定

13 調停運営協議会及び調
停委員表彰式

各高裁で決定

(9月～11月）

1日 1 民事・家蕊調停の運営に関し考慰

すべき事項
2 高裁長官表彰

各地澱及び家裁管内の調停協会におい

て指導的地位にある調停委員
各高裁 民事局

家庭局
各高裁で
決定



2

番
号 種別 開催時期 会期 協議事項 協議員等 開催地

所管局
課
総人員

14 鑑定委員協議会 開催する地裁で決
定
(6月～12月)．

1日 借地非訟事件の処理に関し考慮すべき
事項

東京及び大阪各地裁の鑑定委員 開催する地裁で決定 民事局 開催する
地裁で決

定
15 新任司法委員研修会 各地裁で決定

(1月～3月）

0． 5

日

司法委員としての職務につき必要な基
礎的知識の習得

新任司法委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定

16 司法委員研究会 各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

日
日
１
２

～ 司法委員としての職務につき必要な実

践的知識及び技能の習得
司法委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定

17 管財人等協議会 各地裁で決定
（9月～翌年3
月）

1日 倒産事件の管財業務等の処理に関し考

慮すべき事項
破産事件の破産管財人，民事再生事偶

の監督委員及び個人再生委員，会社更
生事件の管財人等

各地裁 民事局 各地裁で
決定

18 氏争争

協議会
1斗f旦ヨ燕干U昌寺
一

10月 1日 民事訴訟手続の更なる運営改善に向け

て，争点中心の審理を実現するための
課題と方策等について

』 望王氾〃翼尾干』〃｢Uノ崖争一事下卜筵1且ヨーヲ

る部総括裁判官及び右陪席裁判官各1
名

2全地方裁判所の首席書記官又は次
席書記官
3各ブロックの高等裁判所の裁判官
1名，首席書記官

(合同開催）

東京

（東京
大阪

フ 福岡）

(大阪，広島，高松）
名古屋
(名古屋，仙台，札幌）

民事局 ユ00ノ、

19 刑事事件担当裁判官協
麓会

1月～2月 1日 1裁判員裁判の運用上の課題
2その他刑事事件の処理に関し考慮
すべき事項

高・地裁の裁判官 (合同開催）4高裁で開
催（開催地は未定）

刑事局 68人

20 刑事鑑定研究会 各地裁で決定

｡（6月～翌年3
月）

0． 5

日

刑事事件の鑑定を巡る諸問題 学識経験者並びに地裁の裁判官及び書

記官
各地裁 刑事局 各地裁で

決定

21 心神喪失者等医療観察
法関係研究協議会

各地裁で決定

(9月～翌年3
月）

0． 5

日

医療観察事件の処理上問題となる事項
及び実体的な判断の在り方に関して考
慮すべき事項

精神保健判定医及び精神保健参与員候

補者並びに地裁の裁判官及び書記官
各地裁 刑事局 各地裁で．

決定

22 犯罪被害者等の置かれ
た立場，状況等に関す
る理解を深めるための
研究会

各高裁で決定（･6
月～翌年3月）

0． 5

日

3u夛惇恢青有署手垂牟睦』ソ未qﾉ唾頁乞階

まえ，犯罪被害者等の置かれた立場，
状況等に関する理解を深めるための意
見交換等

恵見父渓等のテーマにﾙひした外部信滅

者等並びに高裁，同高裁管内の地裁，
家裁の裁判官及び被害者対応をする可
能性のある職員（高裁管内の各地家裁
から最低限裁判官その他の職員各1．人
に参加してもらう予定）

各高裁 刑事局
家庭局

各高裁で
決定

23 法廷通訳基礎研修 各地裁で決定
(4月～翌年3

月）

1日 法廷通訳経験のない又は少ない初級レ
ベルの通訳人候補者等を対象とした法
廷通訳に必要な知識・技能の習得

通訳人候補者となることを希望し， 力。

っ，対象言語の通訳人としての適性を
備えていると認められる者又は通訳人

候補者並びに地裁の裁判官及び書記官

各地裁 刑事局
民事局
行政局

家庭局

各地裁で

決定

24 法廷通訳セミナー 各高裁で決定
(6月
月）

一
● 翌年3

2日 中級レベルの通訳人候補者を対象とし
た法廷通訳に必要な知識・技能の習得

通訳人候補者並びに高裁及び開催地の
地裁の裁判官及び書記官

各高裁所在地にある地裁
（東京，大阪各高裁にお
いては，それぞれの高裁
が定める管内の地裁）

刑事局 各高裁で
決定



一

賂
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番
号 種別 開催時期 会期 協議事項 協瀧員等 開催地

所管局
課
総人員

25 法廷通訳フォローアッ
プセミナー

東京，大阪各高裁
で決定

（6月～翌年3
月）

2日 上級レベルの通訳人候補者を対象とし

た法廷通訳に必要な知識・技能の習得
通訳人候補者並びに東京，大阪各高裁

及び東京，大阪各地裁の裁判官及び書
記官

東京，大阪各地裁 刑事局 各高裁で
決定

26 保護観察に関する連絡
協議会

各地裁で決定（7
月～翌年3月）

●

0． 5

日

１
２

の実情について 堪潮の燕刊.目（又罰》を冒亜fノ及び1禾護

観察所の職員
各地裁 刑事局 各地裁で

決定

27 検察審査会事務局長研
究会

6月～10月 0． 5

日

検察審査会事務局事務について必要な

知識の取得及び実務上の諸問題の検討
地裁本庁所在地の検察審査会（複数の

検察審査会が設置されている場合に
は，第一検察審査会)の事務局長．

(一部合同開催）

3～4高裁で開催（開催
地は未定）

刑事局 50人

28 労働審判員研修会 各地裁で決定

(4月～6月）

1日 労働審判事件の処理に必要な基礎的知
識の習得

新任労働審判員 各地裁 行政局 各地裁で
決定

29 労働審判員研究会 各地裁で決定
(原則として9月
～ 12月）

1日 労働審判事件の処理に必要な専門的知
識の習得

労働審判員 各地裁 行政局 各地裁で

決定

30 知的財産権訴訟研究会 10月～12月 0. 5
○

日

知的財産権訴訟について考慮すべき実
務士の諸問題

知財高裁の裁判官並びに大阪高裁，東
京及び大阪各地裁の知的財産権関係事
件を担当する裁判官
(注）主催は知財高裁

東京高裁
(知財高裁）

行政局 22人

31 知的財産権関係事件担

当専門委員実務研究会
9月～12月 0． 5

日

知間財麓罹関係事件におけ･る専門委員‘

の関与の在り方
1知財高裁の裁判官並びに東京及び

大阪各地裁の知的財産権関係事件を担
当する裁判官
2知的財産権関係事件を担当する専
門委員（知的財産権関係事件に関与し
たことがある者及び本研究会への出席
を希望する者に限る）
(注）主催ば知財高裁．

果泉局裁

(知財高裁）
行政局 却函向雰阿

で決定

32 新仕家畢調停委員句1.惨
今
云

各家裁で決定（原
則として4月～､7

月）

日
日
１
２

～ 家畢調停事1午の処埋につき必要な盆蝿

知職の習得
新任家事調停委員又はこれに準ずる家
事調停委員

各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

33 家畢諏1号委貝旬rｦ固云 各家裁で決定.〔6
月～翌年3月）

1日～

2日

家畢嗣得畢1午の処埋につき』心安な専門

的知識の習得
家畢嗣停委員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定

34 家事調停委員ケース研
究会

各家裁で決定（6
月～翌年3月）

日
日

１
２

～ 家事調停事件の処理につき事例研究の
方法による必要な知識の習得

家事調停委員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

35 家庭裁判所家事実務研
究会

各家裁で決定,(6
月～翌年3月）

1日～

2日

家事事件の処理に関し考慮すべき事項 家裁の裁判官及び書記官，家裁調査
官，家事調停委員，参与員

各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定



4

番
号 種別 開催時期 会期 協議事項 協議員等 開催地

所管局
課
総人員

36 家事関係機関との連絡
協議会

各家裁で決定
(4月～翌年3
月）

日
日
１
２

～ 家事事件の処理に関して連絡調整を要
する事項

家裁の裁判官及び書記官，家裁調査
官，福祉関係，医療関係，その他協議
事項に関連する機関・団体の職員の中

から，各家裁の実情等を考慮して選定

各家裁で決定 家庭局 各家裁で
決定

37 少年関係機関との連絡
協議会

各家裁で決定

(4月～翌年3
月）

1日

2日

～ 少年事件の処理に関して連絡調整を要
する事項

家裁の裁判官及び書記官，家裁調査
官
係 シ

‘保護関係，教育関係及び警察関
その他協議事項に関連する機関。

団体の職員の中から，各家裁の実情等
を考慮して選定

各家裁で決定 家庭局 各家裁で
決定

38 新任参与員研修会 各家裁で決定（1
月～3月）

日
日

１
２

～ 家事審判蕊件及び人事訴訟蕊件の処理
につき必要な基礎的知識の習得

新任参与員又はこれに準ずる参与員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

39 参与員研究会 各家裁で決定（6
月～翌年3月）

日
日

１
２

～ 家事審判事件及び人事訴訟事件の処理
につき必要な専門的知識の習得

参与員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

40 首席家庭裁判所調査官
協議会

一旦一一 ニーニ上〃｡ － －1
■■■■■■■■ ＝

1月～2月 1日

－

首席家庭裁判所調査官の執務及び蒙庭
裁判所調査官の調査事務等に関し考慮
すべき事項

■ ■ー
■■■■■■■■ 一■■■■■

、一

首席家庭裁判所調査官

■ -, 口一

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■l■■■■■■

(合同開催)※予定
東京（東京，仙台）
大阪（大阪，札幌）
名古屋（名古屋,高松）
福岡（福岡，広島）

■
一

－

家庭局

＝‐

50人

…一

41 家畢争1午弾当認判.目寺
協議会

谷尚裁で沃疋

(1-月～2月）

1.日 家畢畢件の運用上の諮問題 尚裁官内の琢瀕において家畢畢1午忍担

当する裁判官，書記官及び家裁調査官
合同認

(－部合同開催）

東京
大阪（大阪，高松）
名古屋（名古屋，札幌）
広島（広島，仙台）
福岡

琢睦J可 合面識g‐

決定



事務総局会議資料藻ユ
（ユ月￥日開催）

(令和2． 2． 4民三印）

議決事項案（民事執行規則第51条の7第3項の最高裁判所

が指定する許認可等について） ‐

民事執行規則等の一部を改正する規則（令和元年最高裁判所規則第5号)による

改正後の民事執行規則（昭和54年最高裁判所規則第5号）第51条の7第3項の

最高裁判所が指定する許認可等は，次に掲げるものとする。

1 宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第3条第1項の免許

2 債権管理回収業に関する特別措置法（平成10年法律第126号）第3条の許

可

々



恥事務総局会議資料
（ユ月芋日開催）

(令和2．2． 4行一印）

国際知財司法シンポジウム2020の開催について

1 主催 最高裁判所，知的財産高等裁判所，法務省，特許庁， 日本弁護士

連合会，弁護士知財ネシト

2 日程 令和2年10月27日 （火）から同月29日 （木）

3場所 弁護士会館講堂クレオ

4プログラム概要

（1） 1日目 (10月27日・非公開プログラム）

アメリカ，イギリス及びドイツの裁判官並びに米国特許商標庁，欧州特許

庁及び欧州連合知的財産庁の審判官等との知的財産紛争に関する意見交換な

ど

（2） 2‘日目 (10月28日 ・公開プログラム）

裁判所が主体となり， アメリカ，イギリス及びドイツの裁判官及び弁護士

による知的財産紛争を題材とした模擬裁判及びパネルディスカヅ,ションなど

（3） 3日目 (10月29日・公開プログラム）

特許庁が主体となり， 日本特許庁，米国特許商標庁，欧州特許庁及び欧州

連合知的財産庁の審判官等による講演，パネルディスカッションなど

5 参加者等ゞ

（1）被招へい者

アメリカ， イギリス及びドイツの裁判官並びに米国特許商標庁，欧州特許

庁及び欧州連合知的財産庁の審判官等を予定

（2）傍聴人

国内外の法曹関係者,研究者及び知的財産制度に関心を有する民間企業関

係者等各日550人程度



事務総局会議（第5回）議事録

日時|令和2年2月18日 (火)午前10時OO分～午前11時25分
０
９
０
■
■
■
Ｈ
Ｆ
Ｂ
Ｂ
Ｈ
Ｏ
ｌ
８
Ｄ
ｌ
Ｉ
ｆ
３
４
■
日
Ⅱ
凸
■
Ｂ
Ⅱ
■
■
■
■
１
日
Ｕ
可
０

－一々－－一々－－一早一

議室
一

務総長，村田総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長， 門田民事

行政局長,安東刑事局長，手嶋家庭局長，大須賀秘書課長兼広報

佐伯情報政策課長，石井審議官，長崎審議官

司長寿

浬檮‐

判官以外の裁判所職員の俸給等の支給に関する規則及び裁判官の

以外の給与に関する規則の一部を改正する規則並びに関連する議
’

決について

堀田人事局長説明（資料第1）

2人事関係規則で定める手続における情報通信技術の利用に関する規

則及び関連する議決について

堀田人事局長説明（資料第2）

3民事事件担当裁判官等協議会の開催について

門田民事局長説明（資料第S)

4民事調停委員司法委員等に関する研修会・研究会の開催について
門田民事局長説明（資料第4）

5鑑定委員協議会の開催について

門田民事局長説明（資料第5）

6法制審議会刑事法（危険運転による死傷事犯関係）部会の結果につ

いて

安東刑事局長説明（資料第6）

7家事調停委員，参与員等に関する研修会･研究会の開催について

手嶋家庭局長説明（資料第7）

Sネットワーク裁判官の追加指名について

手嶋家庭局長説明
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需替艤議料莞｛
(令和2． 2． 1s人事局）

裁判官以外の裁判所職員の俸給等の支給に関する規則及び裁

判官の報酬以外の給与に関する規則の一部を改正する規則並

びに関連する議決

＜資料目録＞

（裁判官以外の裁判所職員の俸給等の支給に関する規則関係）

1 規貝ﾘ案

2制定理由

（裁判官の報酬以外の給与に関する規則の一部を改正する規則関係）

3規則案

4制定理由

5新旧対照表

（関連する議決関係）

6裁判官以外の裁判所職員の俸給等の支給に関する規則及び裁判官の報酬以外の

給与に関する規貝Iの一部を改正する規則に関連する議決案
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い
て
は
、

（
補
則
）

（
報
酬
の
支
給
）

１
１

る
と
き
十
五
日

‐

４

１

４

４

１

１

‐

‐

１

４

４

‐

ｄ

ｌ

ｌ

Ｉ

ｊ

ｌ

ｌ

ｌ

■

‐

■

■

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
裁
判
官
の
報
酬
の
支
給

‐

４

Ｊ

１

４

１

１

１

‐

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
に
当
た

６
用
４
匹
■
■
■
ｒ
６
１
日
２
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｕ
Ｐ
Ｏ
Ｏ
Ｕ

、
鴎
■
■
Ｆ
５
ｇ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
■
５
０
８
画
凸
ｇ
刀
ｖ
９
口
早
Ｇ
ｇ
１
ｐ
９
０
１
■
■
■
■
■
■
６
２
日
、
■
■
■
■
０
■
■
■
Ｔ
６
Ｅ
Ｂ
ｐ
Ｄ
８
Ｔ
Ｔ
Ｂ
Ｂ
Ｉ
。

Ｉ

十
八
日
が
日
曜
日
に
当
た
る
．
と
き

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｑ
ｄ
ｌ
０
Ｕ
■
■
■
■
■
■
１
０
■
■
ｌ
■
■
■
ｄ
■
’

十
八
日
が
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

口

十
八
日
が
土
曜
日
に
当
た
る
と
き

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
１
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
’
１
４
Ｊ
Ｕ
Ⅱ
ｑ
ｌ
０
ｌ
ｌ
Ｊ

裁
判
官
の
報
酬
の
支
給
定
日
は
、
十
八
日
と

一
般
の
官
吏
の
例
に
よ
る
。

’

の
各
号
に
層
げ
ろ

Ｉ
十
六
日’

十
七
日（

昭
和
二
十

一

第
十
七
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
報
酬
以
外

ｉ
Ｉ

（
新
設
）

（
補
則
）

昼

－2－



他
の
給
与
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は

が
定
め
る
。

、

最

高
裁
判
所

ｌ
の
給
与
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は

定
め
る
。

も

最
高
裁
判
所
が

急

－3－



附
則
第
二
項
関
係
ｌ
裁
判
官
の
育
児
休
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
号
）

１
１
１
‐
Ｉ
‐
１
‐
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
１
０
１
１
１
１
４
４
Ⅱ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｑ
ｑ
ｌ
Ｉ
■
■
Ⅱ
８
８
■
５
■
■
９
８
０
，
△
１
口
４
１
■
８
巳
■
Ｇ
Ｂ
０
ｇ
ｉ
３
■
日
日
■
Ⅱ
Ｉ
Ｅ
６
６
Ｉ
８
Ｉ
Ｂ
Ｉ
Ｕ
ｆ
０
８
０
Ｂ
■
ｄ
１
９
Ｉ
Ｖ
Ｂ
Ｐ
１
０
ｊ
も
ｐ
ｒ
８
９
６
ｆ
０
１
ｃ
ｑ
１
ｌ
Ｈ
Ｔ
８
Ｐ
″
■

２
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
第
十
五
条
第
一
項
に

弟
十
二
条

九
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
白
に
育
児
休
業
を
し
て
い
る
裁

判
官
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い

て
勤
務
し
た
期
間
（
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
こ
れ
に
相
当

す
る
期
間
を
含
む
。
）
が
あ
る
裁
判
官
に
は
、
当
該
基
準

日
に
係
る
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。

（
期
末
手
当
等
の
支
給
）

I

ｉ

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則

I

新

（
平
成
二
十
一
第
十
二
条
裁
判
官
の
調
訓
酬
馴
副
到
り
絢
割
剃
射
副
詞
刻
勵
湖
則

ト

２
裁
判
官
の
報
酬
以
外
の
給
与
に
関
す
る
規
則
第
十
五
条

平
成
二
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
号
）
第
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し

て
い
る
裁
判
官
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期

間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
（
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
こ

れ
に
相
当
す
る
期
間
を
含
む
。
）
が
あ
る
裁
判
官
に
は
、

当
該
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。

（
期
末
手
当
等
の
支
給
）

旧

１
１

ｌ
■
■
■
■
巳
■
ロ
ザ
リ
●
ｇ
ｆ
５
。
Ｏ
８
１
ｒ
６
０
Ｊ
日
１
４
■
■
■
■
凸
■
Ⅱ
日
日
ｕ
０
ｄ
Ｕ
ｉ
■
日
日
■
■
■
ｒ
ｊ
Ｄ
３
６
〃
ど
■
■
■
０
■
■
ｌ
Ｉ
０
ｇ
０
ｒ
６
■
６
，
０
９
Ｂ
ｐ
ｇ
ＩI

且0

－4－



規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い
る

裁
判
官
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お

い
て
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
裁
判
官
に
は
、
当
該
基
準
日

に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。

9

期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
裁
判
官
に
は
、
当

該
基
準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。

第
一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を

し
て
い
る
裁
判
官
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の

且且

－5－



裁判官以外の裁判所職員の俸給等の支給に関する規則及び裁

判官の報酬以外の給与に関する規則の一部を改正する規則に

関連する議決案

1 裁判官の報酬等に関する法律及び裁判官の報酬|等に関する規則において最高裁

判所が定めるとされている事項並びに裁判官の報酬等に関する規則において一般

の官吏の例によるとされている事項のうち，関係法令の規定により最高裁判所が

定めるとされている事項は，所要の通達又は決裁をもって定める。

2裁判官の報酬等に関する規則において，一般の官吏の例によるとされている事

項のうち，関係法令の規定により最高裁判所の権限又は所掌事務とされているも

のは，最高裁判所長官又はその指定するものに委任する。

3裁判官以外の裁判所職員の俸給等の支給に関する規則において最高裁判所が定

めるとされている事項及び裁判官以外の裁判所職員の俸給等の支給に関する規則

において準用する人事院規則の規定において最高裁判所が定めるとされている事

項は,所要の通達又は決裁をもって定める。

4裁判官以外の裁判所職員の俸給等の支給に関する規則において準用する人事院

規則の規定において最高裁判所の権限又は所掌事務とされているものは，最高裁

判所長官又はその指定するものに委任する。

”

ﾕ2



事務総局会議資料野ユ
（ユ月岡日開催）

(令和22． 1s人事局）

人事関係規則で定める手続における情報通信技術の利用に関

する規則及び関連する議決

＜資料目録＞

1 人事関係規則で定める手続における情報通信技術の利用に関する規則案

2 同制定理由

3人事関係規則で定める手続における情報通信技術の利用に関する規則に関連す

る議決案

I



の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

４

人
事
関
係
規
則
で
定
め
る
手
続
に
お
け
る
‐
情
報
通
信
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

理
由

7

ノ

呼

こ
れ
が
、

ー

ｰ

S



人事関係規則で定める手続における情報通信技術の利用に関

する規則に関連する議決案 一

1 人事関係規則で定める手続における情報通信技術の利用に関する規則において，

手続等のうち， 当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして最高裁判所が定める

とされている事項は，最高裁判所事務総長に委任する。

2人事関係規貝1で定める手続における情報通信技術の利用に関する規則において，

最高裁判所が定めるとされている事項（1の事項を除く。 ）は，所要の通達又は

決裁をもって定める。

々

7『リ
ー■



需善礁議料擦る
（資料）

（令和2． 2． 18民二印）

民事事件担当裁判官等協議会の開催について

主催 （1） 東京，福岡各高等裁判所

（2） 大阪,広島，高松各高等裁判所

（3） 名古屋，仙台，札幌各高等裁判所

期日 令和2年10月中の1日

場所 1(1)については，東京高等裁判所

1(2)については，大阪高等裁判所

1(3)については，名古屋高等裁判所

協議事項 （1） 争点整理の基本的在り方についての議論状況及びこれを踏まえ

て各庁において取り組むべき課題

（2） 充実した審理判断を行うための現行法上の諸規定の活用や実務

上の工夫等について

出席者 （1） 各地方裁判所の民事事件を担当する部総括裁判官及び右陪席裁

判官各1人

（2） 各地方裁判所の民事首席書記官又は民事次席書記官いずれか1

人

（3） 各高等裁判所の民事事件を担当する裁判官及び首席書記官各1

人（オブザーバー）

1

２
３

4

5



需寵堯講料葦午

（令和2． 2． 18民二印）

民事調停委員司法委員等に関する研修会・研究会の開催について

主催 各地方裁判所

期日 以下の各期日において，各地方裁判所の定める日

①につき，令和2年4月から同年7月までの間の2日及び必要

がある場合には更に同年10月から同年1'2月までの間の2

日

②につき，令和2年6月から令和3年3月までの間の1日

③から⑥までにつき，令和2年6月から令和3年3月までの間

１
２

の1日～2日．

⑦につき，令和3年1月から同年3月までの間のO. 5日

場所 各地方裁判所の本庁，支部又は管広

研修会､研究会の名称等

別紙研修事項等一覧表記載のとおり

支部又は管内の簡易裁判所３
４

”



別紙研修事項等一覧表

溌
一
①

、 名称

訴任民事調

醇昌研修会

或判所Xは官内の谷稽
■

軒の新仔の匡事調停零

一巴

太白 面
罰
昭

昼
馴
燕 日り

妻調停事件の処理

細識 ．

② ｜新任

1委屋
｜先△

唇員研修会に参

裁判所又は管P

肝の新仔の民事

雲言周脩 一
恥
弼

題
壼

塞轤
塞謝馨蕊

な事伊

議，事実

策定の名

｜
｜
｜
垂

摩巨 民事調停肇

利用者の二

実現のために

れる役割

民事調停掌

的知識

用的な事例を

評議当事者

及びこれに頚

又は管内の各

事調停委員て
一一生生ローq

摩匡 とした模擬調停（琴

の事情聴取，事実謡

解決案の策定の各

谷地万裁判砂

易裁判所の昼

（既に民事調

参加経験のあ

各地方裁判可

各地方裁判可

者で，選任後

経黙した者

'Xは営P

事調停暑

宮丞昌研

今暗

Ｍ
劇
誕
一
》

ジグ国．巳

の定酋

の司弦掌自刷 民間の民事訴訟事件の処睡
･

諾問題

］
ヨ
ム

交通損害賠償事件の処理I(

諸問題

司法委員と裁判官の連携0

事実認定,解決案(和解案

当事者の説得調整， これらq

る裁判官との充実した評議I;

諸問題

簡易裁判所の紛争解決機首

Z)弗衲の庁ル1，7の酌細乃7

研究会開催地にある簡易君

卜ﾘ所の民事事件担当の裁判

言及び裁半j所書記官

各地方裁判所の定める人数

各地方裁判所の司法委員循

浦者及び管内の各簡易裁判

軒の民事調停委員

各地方裁判所の定める人数

敵方栽半I1所におい了_令和月涯臣 の閾

70]升修学

ﾛ』I云安

の某醗



需誉礁議料雰ぢ

（令和2. 2. 18民二印）

鑑定委員協議会の開催について

主催 東京，大阪各地方裁判所

期日 令和2年6月から同年12月までの間の1日

１
２
３
４

主催の各地方裁判所

借地非訟事件の処理に関し考盧すべき事項

主催の各地方裁判所の鑑定委員候補者各地方裁判所の定める人数

場所

協議事項

協議員
｢一

◎

ザ

〃



需嫌竜議料篝‘

(令和2． 2． 18刑一印）

配付資料目録
Ｊ
１

(法制審議会刑事法（危険運転による死傷事犯関係）部会の結果について）

諮問第109号

琴



諮
問
第
百
九
号

す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
別
紙
要
綱
（
骨
子
）
に
つ
い
て
御
意
見
を
賜
り
た
い
。

自
動
車
運
転
に
よ
る
死
傷
事
犯
の
実
情
等
に
鑑
み
、
事
案
の
実
態
に
即
し
た
対
処
を
す
る
た
め
、
早
急
に
、
罰
則
を
整
備

甲

I



以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

別
紙

二
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
に
お
い
て
、
自
動
車
の
通
行
を
妨
害
す
る
目
的
で
、
走
行
中
の
自
動
車
の
前
方

｜
車
の
通
行
を
妨
害
す
る
目
的
で
、
走
行
中
の
車
（
重
大
な
交
通
の
危
険
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
速
度
で
走
行
中
の
も
の
に

。
缶

限
る
。
）
の
前
方
で
停
止
し
、
そ
の
他
こ
れ
に
著
し
く
接
近
す
る
．
こ
と
と
な
る
方
法
で
自
動
車
を
運
転
す
る
行
為

次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
い
、
よ
っ
て
、
人
を
負
傷
さ
せ
た
者
は
十
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
し
、
人
を
死
亡
さ
せ
た
者
は
一
年

幸

に
停
止
又
は
徐
行
を
さ
せ
る
行
為

で
停
止
し
、
そ
の
他
こ
れ
に
著
し
く
接
近
す
る
こ
と
と
な
る
・
方
法
で
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
に
よ
り
、
走
行
中
の
自
動
車

要
綱
（
骨
子
）



需霄聴講料葬7

（令和2． 2． 18家二印）

家事調停委員，参与員等に関する研修会・研究会の開催について

1 主催 各家庭裁判所

2期日 以下の各期日において，各家庭裁判所の定める日

①につき，令和2年4月から同年7月までの間の1日～2日及

び必要がある場合には更に同年10月から同年12月までの間

の1日～2日

②から⑤までにつき，令和2年6月から令和3年3月までの間

の1日～2日

⑥につき，令和3年1月から同年3月までの間の1日～2日

S場所 各家庭裁判所の本庁又は支部

4研修会･研究会の名称等

一
》
》

肝 イ塵專頂・而汗零車垂 詰者

『の新任の家事談
,に準ずる岩

塞胃回 1）調停制度のあらまし

2）調停委員の役割と心構え,，服溌
規律 ’

3）家事調停事件の処理につき必要
な基礎的知識

4） 当事者対応における基本的留意
事項

5）家事調停の運営における職種唐
連携の在り方

6） その他家事調停事件の円滑な運

営のために家事調停委員が留意す
べき事項

l)家事調停を取り巻く状況と手読
運営上の留意点

2）家事調停と人事訴訟の連携の在

乙育家族

言丞邑瓦

雲言回 R二 旨柵 厚委員

年の者

塞胃団圧志

〃天Fめゐ人羽

の監護に関する処分事件の処

関する諸問題
産分割事件，寄与分事件，特
寄与事件及び遺留分侵害額請
遺留分減殺請求）事件の処理
する諸問題

事者対応における留意事項

の他困難な家事調停事件の処
関する諸問題

掃関係調整に関する事例

I

1



p

家事調停委員研究会"

験のある者など，経闇
を対象）
差裁判所の定める人對

2）子の監護養育に関する事例

3）婚姻費用分担に関する事例

4）遺産分割寄与分，特別の
及び遺留分侵害額請求（遺蚤
殺請求）の処理に関する事例
5)．その伽複雑嗣難な事例

７
戯
｛

ヨイ嘆：． =薯件の剣1』碑に閨する課

雲ｲ牛0妻荘

奇家庭裁判BTの疋めゐ．

各家庭裁判所の家事
び人事訴訟事件担当

官，裁判所書記官及ひ

判所調査官

各家庭裁判所の定め

各家庭裁判所の参与

者及び家事調停委員’
庁において指導的， ヰ
鯉割弁果たしていろ

騏
砺
紳
嚇

畠
．
グ

誤調停事1午の週止蚤当な処

ろため，家事調停委員が堅
き事項

妻審判事件及び人事訴訟事
正妥当な処理を図るため，

ｳﾐ留意すべき事項

莚裁判所の紛争解決機能の
句けた家事調停事件と家事
牛及び人事訴訟事件の運営
魚;童堆の＃し〕古

｡人叙

員候補
羊に名

遁
昌

の
・
与

2

⑥ 新任参与員研修
会

(1)参与員制度のあらまし

(2)参与員としての役割及び心構え

(3) 参与員として必要な家事事件手
続法及び人事訴訟法の基礎知識

各家庭裁判所において，令和

3年1月1日付けで新たに選任

された参与員候補者及びこれに

準ずる者
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国出張計画について
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国出張計画について

長説明
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国出張計画について
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大須賀秘書課長説明

3令和2年度高等裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長会同の

開催について

村田総務局長説明（資料第1）

4 「最高裁判所事務総局等の組織について」の一部改正について
村田総務局長説明（資料第2）

5保釈中の被告人等の逃亡防止等のための刑事法の整備に関する法制
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事務総局会議配布資料

(令和2． 2． 25総一印）
事務総局会議資料芽↑
(ユ月ユ夢日開催）

高等裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長会同開催

について（案）

主催 最高裁判所

期日 令和2年6月17日 （水）及び18日 （木）

場所 最高裁判所

協議事項（1） 当面の司法行政上の諸問題について

（2） その他

会同員 高等裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長合計約SO人

日程

１
２
３
４

５
６

9:30 112:00 113:00
～ ～ ～

12：00 13：00 17 ：00
協議終了後

l ‘
一一

最高裁判所長官
挨拶
協議

昼食
休憩

一

藏更
9：00
～

12:00

灘ゞ
18日

（木）

’
牙

懇談会



事務総局会議資料第ユ
（ 1－月ユ夢日開催） 事務総局会議配布瞥料

最高裁総一第 号

令和2年月 日

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

殿
殿
殿
殿

最高裁判所事務総長中村 愼

「最高裁判所事務総局等の組織にろいて」の一部改正につい

て(通達）

平成元年3月22日付け最高裁総一第84号事務総長通達「最高裁判所事務総局

等の組織について｣．の一部を下記のように改正します。

記

別表｢情報政策課｣の項中!情報ｼｽﾃﾑ第三係｣を『騨茎二二会臺茜震｣に
改め，同表「刑事局jの「第一課」の項中「企画第一係」を「企画係」に改め， 「

企画第二係」を削る。

付記

この通達は，令和2年4月1日から実施する。



事務総局会議資料津夢
《ユ月皇5~日開催）

(令和2． 2．25刑一印）

配付資料目録

(保釈中の被告人等の逃亡防止等のための刑事法の整備に関する法制審議会へ

の諮問について）

諮問第110号

吟

丘
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